上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、女性のための職場環境の改善又は乳幼児を抱える家族が安心して外出できる環境作りに取り組む事業者に対して、補助金を交付することについて、上里町補助金等の交付手続等に関する規則（平成３年上里町規則第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業を営む個人（民間のものに限る。）をいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付を受けることのできる事業者（以下「補助対象者」よいう。）は、上里町に事業所又は商業施設（以下「事業所」という。）を有し、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
（１）宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
（２）反社会的組織の統制下にある事業者でないこと。
（３）町税を滞納していないこと。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
（１）女性専用の更衣室、休憩室若しくは授乳室の設置又はトイレの改修等の
環境整備
（２）女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成
（３）労務担当者又は従業員に対する女性活躍推進に係る研修、周知及び啓発
（４）外部専門家によるコンサルティングの導入
（５）就業規則又は労使協定の見直し
（６）前各号に掲げるもののほか、女性のための職場環境改善に向けた取組
（７）ベビーベッド等、おむつ替えのための施設、設備
（８）ついたてやカーテン等、授乳のための施設、設備
（９）ポット等、調乳のための施設、設備
（１０）ベビーキープ等、父母のトイレなどの間、乳幼児の安全を確保するた
めの施設、設備
（補助金の額等）
第５条　補助率及び補助金の限度額は、別表第１に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
２　補助金の交付は、申請年度内において、１事業者につき１回を限度とする。
３　事業者が、同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている場合には、本補助金の支給を受けることはできない。
（補助対象経費）
第６条　補助対象事業の実施のために新たに生じた経費のうち、補助金の交付の対象となる経費は、別表第２のとおりとする。ただし、次に掲げるものは、原則として認めないものとする。
（１）人件費
（２）交際費
（３）事業所の運営に係る経常的な経費
（４）前３号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと町長が認める
経費
（交付の申請）
第７条　補助金の交付の申請をしようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
（１）事業計画書（様式第２号）
（２）収支予算書（様式第３号）
（３）事業実施に係る見積書等の写し
[bookmark: _Hlk194928363]（４）工事前又は備品設置前の現況写真（第４条第２号、第３号、第４号及び第５号に掲げる取組を除く。）
（５）町税の滞納がないことの証明書
（６）その他町長が必要と認める書類
（交付の決定）
第８条　町長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
２　町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができる。
（交付申請の変更）
第９条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業等の内容の変更若しくは補助事業等に要する経費の配分の変更（町長が認める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助事業変更申請書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による計画変更の可否を決定したときは、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金変更承認（不承認）通知書（様式第６号）により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
３　町長は、補助金の変更決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
（補助対象事業の中止）
第１０条　補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助事業中止届（様式第７号。以下「中止届」という。）を町長に提出しなければならない。
（状況報告）
第１１条　補助事業者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
（実績報告）
第１２条　補助事業者は、補助事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、町長が指定する期日までに上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助事業完了報告書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
（１）実績報告書（様式第９号）
（２）収支決算書（様式第１０号）
（３）支払を証する書類
（４）工事後又は備品設置後の現況写真（第４条第２号、第３号、第４号及び第５号に掲げる取組を除く。）
（５）その他町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第１３条　町長は、前条に規定する実績報告があった場合は、その内容を審査の上、交付すべき額を確定し、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付額確定通知書（様式第１１号）により、当該補助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１４条　補助事業者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付請求書（様式第１２号）に、確定通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
（書類の整備等）
第１５条　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備し、翌会計年度から５年間保管しなければならない。
（交付決定の取消し及び返還請求）
第１６条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、上里町男女共同参画社会実現のための環境改善補助金交付決定取消（返還）通知書（様式第１３号）により通知するとともに、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、補助事業者に対し、当該取消しに係る補助金の返還を命じるものとする。
（１）虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
（３）第１０条の規定による中止届の提出があったとき。
（４）その他町長が適当でないと認めたとき。
（その他）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付　則
（施行期日）
　この告示は、令和８年４月１日から施行する。





















別表第１（第５条関係）
	区分
	補助率
	限度額

	第４条に掲げる取組
	１/２
	２００,０００円




別表第２（第６条関係）
	区　分
	内　　容

	報償費
	外部専門家（社会保険労務士、経営コンサルタント等）への相談料、研修会等の講師謝礼等

	旅費
	研修会等の講師旅費、資格取得に係る旅費等

	消耗品費
	資格取得に係る教材費等

	印刷製本費
	各種制度周知用パンフレット、研修用教材等の印刷費等

	役務費
	資格取得に係る手数料（テキスト代を含む。）等

	委託料
	研修会開催に係る委託料等

	使用料及び賃借料
	研修会等に係る委託料等

	工事費
	工事費

	備品購入費
	備品購入費及び取付（設置）費用

	その他
	その他町長が適当と認める経費



